
公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

令和２年６月５日 

参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

 

一 本法の改正趣旨や各条項の解釈等について、現行の公益通報者保護法及び公益通報窓口

とともに、労働者、退職者、役員、事業者、地方公共団体、関係行政機関等に十分周知徹

底すること。周知に当たっては、公益通報者として保護される要件を分かりやすく解説す

るとともに、公益通報者保護法の認知度が低いことを踏まえて、認知度が上がらなかった

要因を分析し、それを解消する工夫を図ること。 

 

二 内部通報制度に対する労働者等の信頼性を高め、かつ、内部通報制度の導入に向けた事

業者のインセンティブの向上を図るため、第三者認証制度の創設も含め、内部通報制度認

証の更なる普及促進を図ること。 

 

三 役員による事業者外部に対する公益通報の保護要件として求められる調査是正措置に

ついて、役員による公益通報を過剰に抑制するようなことがないよう、事業者内部におけ

る通報対象事実の是正可能性の有無・程度や、公益通報をした役員に対する不利益取扱い

の蓋然性に留意した調査是正措置の在り方に関する考え方を明らかにすること。 

 

四 本法に基づき内閣総理大臣が定める指針において内部通報体制整備義務の内容を定め

るに当たっては、法令遵守の促進の観点に加え、通報者への不利益取扱いの防止や通報者

の氏名等の秘密の保持など通報者保護の観点を明確化するほか、内部通報に関する具体的

な記録の作成・保管等を通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護

の状況を事後的に検証できる仕組みとするよう検討すること。 

 

五 中小事業者を含め実効的な内部通報体制の整備が促進されるよう、事業者の業種、規模

等に応じて導入可能な内部通報体制の好事例の周知、業界団体等による共通窓口の設置支

援など効果的な普及・促進に努めること。 

 

六 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行を徹底するため、消費者庁内部の人材育成・

人員増強を行うとともに、将来的に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を十分

に担うことのできる体制を整えるため、外部の専門家の知見の活用も含め、組織的基盤の

強化を図ること。 

 

 

参考２－２ 



七 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行に関する行政措置を行うに当たり、その円滑・

確実な実施に向けて関係行政機関の協力を得つつ運用すること。 

 

八 公益通報対応業務従事者が守秘義務を確実に守りつつ不安を感じることなく公益通報

対応業務に臨めるよう、具体的な業務における留意事項等を定めたガイドラインを整備す

るとともに、必要な研修・教育を十分に行うこと。 

 

九 公益通報対応業務従事者等の守秘義務が解除される「正当な理由」については、通報者

が安心して通報できるよう詳細な解釈を明らかにするほか、事業者がとるべき措置に関し

て考え方を明らかにすること。また、通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置等を

講ずる過程における過失又は周辺状況からの推測等により通報者の氏名等が不要に漏ら

されることのないよう、調査及びその是正に必要な措置等の手法に関する好事例の収集・

周知等を行い、適切な公益通報対応体制の整備の促進に努めること。 

 

十 行政機関における公益通報対応体制の整備義務の履行が徹底されるよう、小規模な地方

公共団体における公益通報対応体制の在り方について検討を行い、必要な支援策を講ずる

こと。 

 

十一 通報をしようとする者が事前に相談する場が必要であることから、民間における通

報・相談の受付窓口の更なる充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請するとともに、

国及び地方の行政機関における通報・相談の受付窓口の整備・充実に努めること。 

 

十二 消費者庁に開設する一元的相談窓口において、通報者からの相談対応の一層の充実を

図るとともに、通報者への十分な支援を行うこと。また、行政機関が不適切な通報対応を

行った事例が生じてきたことに鑑み、通報者から行政機関における通報対応に関する意

見・苦情を受けた際は、適切な対応を求めること。 

 

十三 本法附則第五条に基づく検討に当たっては、行政処分等を含む不利益取扱いに対する

行政措置・刑事罰の導入、立証責任の緩和、退職者の期間制限の在り方、通報対象事実の

範囲、取引先等事業者による通報、証拠資料の収集・持出し行為に対する不利益取扱い等

について、諸外国における公益通報者保護に関する法制度の内容及び運用実態を踏まえつ

つ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 


